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医療・介護ベッド用手すりによる事故状況

●以前から、介護ベッド用手すり（サイドレールなど）による死亡・重傷事故が発生。
●死亡事故の多くは、利用者の首がサイドレールとサイドレールのすき間やベッドボー

ドとサイドレールのすき間に挟み込まれたことによるもの。
●平成２４年度には、既に４件の死亡事故が発生している。

平成１９年度 １２件（うち死亡 ８件）

平成２０年度 １５件（うち死亡 ３件）

平成２１年度 ７件（うち死亡 ３件）

平成２２年度 １２件（うち死亡 ６件）

平成２３年度 １１件（うち死亡 ８件）

平成２４年度 ６件（うち死亡 ４件）

計 ６３件（うち死亡３２件）

※消費生活用製品安全法の重大製品事故報告・公表制度
が施行（事故報告が義務化）されたのは、平成１９年５月。
公表事案の中には原因を調査中のもの、製品起因ではな
いと思われるものも含まれる。

【事故件数】

ベッドボードとサイドレールすき間サイドレールとサイドレールすき間

【事故状況の例】

サイドレール自体の空間

（平成24年10月2日現在）

サイドレールとベッドフレームの間
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事故に対する再発防止策

●事業者は、これまで、病院、高齢者施設、在宅介護の家庭などに、介護ベッドの安全使用マニュ

アル等を配布。併せて、手すりとのすき間を埋める挟み込み防止用具（簡易スペーサーや手すり
を覆うカバー等）の提供案内を実施。

●また、平成２１年３月に、JIS規格が改正され、頭や首などを挟み込む事故を防ぐためのすき間の
基準強化による新JIS製品への切り替えが進められているところ。

●経産省、厚労省は、本年６月に都道府県等の所管部署を通じて、病院、介護施設、福祉用具レン
タル事業者など２万７千カ所に対し、点検依頼と注意喚起を実施。

●消費者庁としても、国民生活センターや消費生活センターに、広報誌やホームページ掲載により、

注意喚起を依頼。（消費者庁の注意喚起：平成２２年度４回、平成２３年度４回、平成２４年度４回）

【事業者や関係省庁が配布しているチラシの例】 【挟み込み防止用具の例】
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医療・介護ベッド使用時にかかる意識調査

これまで事業者や関係省庁が行ってきた注意喚起が、医療・介護ベッドを使って介護し
ている方にどれほど伝わっているか、伝わっている場合、注意喚起に基づき安全を意識
した対応を行っているか等を把握する。

調査目的

調査内容

調査対象 ： 約6000人の在宅介護者
※6000人のうち、何人が介護ベッドを使用しているかは不明

スケジュール（P）

 10月 1週目 ： 調査開始

 10月中 ： 調査

11月中メド ： 取りまとめ

質問項目

 介護ベッドによる事故が発生し、問題に
なっていることを知っているか。

 行政やベッドメーカーから注意喚起が行
われていることを知っているか。

 注意喚起は、どのように知ったか。

 注意喚起に従い、どのような対応策をとっ
ているか。

 介護ベッドの使用時に、被介護者への危
険を感じたことはあるか。

等

調査方法 ： Webによるアンケート調査

回収ｻﾝﾌﾟﾙ数 ： 1000程度を目標
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